
  

No. 記載場所 意見概要 意見に対する本市の考え方
修
正

1

基本計画編（P9)
第3章 リスクシナリ
オへの対応方策
（民間建築物等の防
火体制の整備）

アクションプラン編
（P57）
第1章 リスクシナリ
オごとの事業
●感震ブレーカーの
設置促進

　感震ブレーカーの設置に関し
て、全市民を対象とする説明会
（自治会単位）や、入手方法・
取付方法等の検討をしていただ
きたい。
　また、現在実施している説明
会の案内を住宅密集地だけでな
く、市政だよりや市ホームペー
ジ等で全市民に周知してほし
い。

　説明会に関しては、まずは重
点密集市街地、要改善市街地を
中心に実施していきます。
　また、消防フェアや市政出前
講座、火災予防運動中の回覧文
のほか、平成２９年３月に市内
全戸に配布した「地震ハザード
マップ」では、全市民を対象に
感震ブレーカーなどに関する説
明・広報を実施しております。
　今後も市政だよりや市ホーム
ページなどを活用し、普及啓発
活動を実施していきます。

－

2

基本計画編（P10)
第3章 リスクシナリ
オへの対応方策
（地域における災害
対応力の向上）

　「排水栓を活用した初期消火
活動を促進する」との記載があ
るが、地域で排水栓を活用した
訓練の実施がスムーズにできる
ようにしていただきたい（必要
書類の提出から訓練までに時間
がかかる。）。

　排水栓を活用した訓練の実施
により、周辺地域の飲料水に影
響が出ないよう、排水栓などの
清掃を行う場合もあるため、必
要書類のご提出から訓練の実施
までにお時間をいただいており
ます。
　今後は訓練の実施がスムーズ
に行えるよう、関係機関と協議
していきます。

－

3

基本計画編（P15)
第3章 リスクシナリ
オへの対応方策
（災害時の石油燃料
等の確保）

　自治会内で井戸の災害時用発
電機を準備しているが、災害時
のガソリンを確保するため、自
治会への燃料供給を可能とする
協定の締結をお願いしたい。

　千葉県石油商業組合との協定
により、災害時において、緊急
通行車両などへガソリンを優先
的に供給することについて、協
力を要請することとしておりま
すが、町内自治会などの取組に
も可能な限り使用していただけ
るよう、検討していきます。
　なお、市では「防災井戸協力
の家」への貸し出し用として、
カセット式ガス発電機など約９
０台を備蓄しており、状況に応
じて貸し出しすることも可能で
す。

－
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4

基本計画編（P25）
第3章 リスクシナリ
オへの対応方策
「7-5 有害物質の大
規模拡散・流出」

　原発事故への備えが盛り込ま
れていないのはおかしい。地域
防災計画にあったとしても再掲
でも良いので含めるべき。
　リスクシナリオ７－５「有害
物質の大規模拡散・流失」に
「自然災害をきっかけとした原
発事故による放射性物質の流
出・拡散」をいれ、その対応策
を盛り込むと良いと考える。
　千葉市には放射性医学研究所
もあり、近くに茨城県東海村、
東京湾の原子力空母などがあ
り、原発事故の影響が及ぶ可能
性はある。
　福島原発事故により、雨や風
で放射性物質が遠くまで届く可
能性はすでに実証済み。

　国土強靱化基本法では、市が
策定する地域計画は、国が策定
する基本計画との調和を保つも
のとされており、国の基本計画
では、原子力災害を想定してい
ないことから、千葉市国土強靱
化地域計画には原子力災害対策
を位置付けておりません。
　なお、本市には原子力事業所
は立地しておりませんが、原子
力災害については、東日本大震
災の教訓を踏まえ、千葉市地域
防災計画に放射性物質事故対策
計画を位置づけており、今後
も、同計画に基づき、対策を進
めていきます。

－

5 －

　「国土強靱化地域計画」とい
う名称について、地域市民のた
めの防災・減災計画だというイ
メージがわかないため、市独自
の市民にわかりやすい名称にす
べきである。
　「大規模自然災害減災計画」
ではどうか。

　国土強靱化基本法では、市町
村は「国土強靱化地域計画」を
定めることできる、としている
ことから、「千葉市国土強靱化
地域計画」という名称にしてお
ります。
　今後は、市民のみなさまに計
画内容をご理解いただけるよ
う、わかりやすく説明していき
ます。

－


